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第１章  計画の趣旨 

１ 計画策定の背景と目的 

近年，地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化，社会的ニーズの変化，産業構

造の変化等に伴い，居住その他の使用がなされていないことが常態である住宅その他の建築物

又はこれに附属する工作物及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）が年々増加

しています。 

このような空家等（空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「空

家法」という。）第２条第１項に規定する「空家等」をいう。以下同じ。）の中には，適切な管

理が行われない結果として，安全性の低下，公衆衛生の悪化，景観の阻害等，多岐にわたる問

題を生じさせ，ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものも増えてきました。今

後，空家等の数が増加することが予測され，それらがもたらす問題が一層深刻化することが懸

念されます。 

このように空家等がもたらす問題が多岐にわたる一方で，空家等の所有者又は管理者（以下

「所有者等」という。）の特定が困難な場合があること等，解決すべき課題が多いため，空家等

がもたらす問題に総合的に対応するための施策として，平成 26 年 11 月 27 日に空家法が公布さ

れ，平成 27 年５月 26 日に全面施行されました。 

本市においては，平成 29 年３月に第一期鹿嶋市空家等対策計画（以下「第一期計画」という。）

を策定し，総合的に対策を講じてきましたが，第一期計画の計画期間が終了すること，また対

策を強化するための改正空家法が令和５年 12 月 13 日に施行されたことから，この度，第二期

鹿嶋市空家等対策計画（以下「本計画」という。）を策定することといたしました。 

また，空家法の改正では，特定空家等（空家法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。

以下同じ。）のほか，管理不全空家等（空家法第 13 条に規定する「管理不全空家等」をいう。

以下同じ。）への措置制度が追加されたことから，改めて措置制度の取組について整理いたしま

す。 

２ 計画の位置付け 

本計画は，空家法第７条の規定に基づき，空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針に則して策定します。また，茨城県住生活基本計画及び第四次鹿嶋市総

合計画との整合を図り定めるものとします。 

■図表１ 計画の位置付け 

空家等対策計画
（本計画）

茨城県住生活基本計画空家法

第四次鹿嶋市総合計画国指針等※

根拠

根拠

整合

整合適合

 
※国指針等とは「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」及び「管理不全空家等及び特定空

家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」をいう。 
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３ 対象地区 

空家等に関する対策は，本市全域を対象として実施します。 

 

４ 対象とする空家等の種類 

本計画の対象は，原則として，空家法に定める「空家等」，「管理不全空家等」及び「特定空

家等」とします。なお，空家法に定めるとおり，国又は自治体が所有し，又は管理するものを

除きます。 

 

■図表２ 対象とする空家等の種類 

空家等

管理不全
空家等

特定
空家等

空家等
居住その他の使用がされていない建築

物をいいます。マンションなどの共同住
宅や長屋は，住戸全てが空いていなけれ
ば対象となりません。

管理不全空家等
適切な管理が行われず，そのまま放置

すれば，特定空家等になるおそれのある
空家等をいいます。

特定空家等
適正な管理が行われず，保安上危険や

衛生上有害となるおそれがあり，周辺の
生活環境に悪影響があるおそれのある
空家等をいいます。

 

 

５ 計画期間 

本計画の期間は，令和７年度から令和 11 年度までの５年間とします。 

なお，本計画は継続して適正な進行管理を行うとともに，各種施策の実施による効果や社会

情勢の変化等により，必要に応じ適宜見直しを図るものとします。 

 



第１章  計画の趣旨 

3 

６ ＳＤＧｓとの関係 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals）とは，2015 年９月の国

連サミットにおいて加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」に記載される，2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・

169 のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」こ

とを誓っています。 

本計画においては，「目標 11 住み続けられるまちづくりを」及び「目標 17 パートナーシ

ップで目標を達成しよう」と高い関連性あります。 

本計画に基づく空家等対策の推進により，持続可能な社会の実現を目指します。 

 

■図表３ 本計画との関連性が高いＳＤＧｓ 

 

包摂的で安全かつ強靭

（レジリエント）で持続

可能な都市及び人間居住

を実現する 
 

持続可能な開発のための

実施手段を強化し，グロ

ーバル・パートナーシッ

プを活性化する 
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第２章  空家等の現状及び社会情勢の変化 

１ 人口及び世帯数 

（１）人口及び世帯数の推移並びに今後の見通し 

本市の人口は，昭和 30 年代後半（1960 年代）に始まった鹿島開発により，昭和 40 年代後半

（1970 年代）から急増し，その後も増加方向に推移していましたが，直近８年間の人口は，減

少方向に推移しています。 

鹿嶋市人口ビジョン（2022 年改訂版）（令和４年３月）では，将来人口シミュレーションを

実施し，低位では令和 37 年に，目標値では令和 42 年に人口が 50,000 人を下回ると推測してい

ます。 

一方，直近８年間の世帯数は増加方向に推移しています。 

 

■図表４ 人口の推移（直近８年間） 

67,802 67,578 67,448
66,950

66,657

65,980
65,417

64,853

0

64,000

65,000

66,000

67,000

68,000

69,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人） 各年10月1日現在

 
出典：茨城県「茨城県常住人口調査報告書」 

 

■図表５ 世帯数の推移（直近８年間） 

28,122
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27,000
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出典：茨城県「茨城県常住人口調査報告書」 
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■図表６ 将来人口シミュレーション 

48,756

46,296

0

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

平成27 令和２ 令和７ 令和12 令和17 令和22 令和27 令和32 令和37 令和42

（人）

2020人口ビジョン（目標値）

2020人口ビジョン（低位）

 
（人）

　　　　　　　年
区分

平成27 令和２ 令和７ 令和12 令和17 令和22 令和27 令和32 令和37 令和42

2020人口ビジョン
（目標値）

67,879 66,950 65,392 63,458 61,222 58,790 56,368 53,904 51,391 48,756

2020人口ビジョン
（低位）

67,879 66,950 65,139 62,917 60,387 57,659 54,938 52,153 49,295 46,296

 
出典：鹿嶋市「鹿嶋市人口ビジョン（2022 年改訂版）（令和 4年 3月）」 
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（２）高齢者数及び高齢化率の推移 

高齢者数及び高齢化率は，増加方向に推移し続けています。令和２年国勢調査では，本市に

おける高齢化率は，31.6％となっており，茨城県（29.9％）や全国（28.7％）と比較すると，

高い割合となっています。 

また，ひとり暮らし高齢者数は，令和４年の調査から対象年齢を 70 歳以上に引き上げたこと

から，数値は減少していますが，増加方向に推移し続けています。 

大字ごとに高齢化率を整理すると，本市の北部にあたる大野区域に高齢化率が高い大字が集

中していることが確認できます。最も高い高齢化率の大字は，「棚木」が 54.6%となっており，

次いで「武井」が 54.1%，「志崎」が 51.2%となっています。 

 

■図表７ 高齢者数及び高齢化率の推移 

8,748 11,261 14,871 18,855 21,134

14.0
17.6

22.5

27.8

31.6

0

5

10
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20

25

30

35

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（％）（人）

高齢者数 高齢化率

各年10月1日現在

 
出典：総務省「令和２年国勢調査」 

■図表８ ひとり暮らし高齢者数の推移（直近８年） 

2,547

2,733

2,863
2,949

3,049

2,690 2,671

2,940

0

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人） 各年4月1日現在

 
※令和４年より対象年齢を 70 歳以上に引上げ 
出典：介護長寿課「ひとり暮らし高齢者数」 
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■図表９ 大字ごとの高齢化率 

 
大字界 出典：都市計画課「大字名称」   

大字ごとの高齢者数 出典：総務省「令和２年国勢調査」 

志崎 
51.2％ 

武井 
54.1％ 

棚木 
54.6％ 
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２ 住宅総数と空家等の現状 

（１）令和５年住宅・土地統計調査の概要 

①調査の目的 

住宅・土地統計調査は，我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実

態並びにこれらに居住している世帯に関する実態を調査し，その現状と推移を全国及び地域

別に明らかにすることにより，住生活関連諸施策の資料を得ることを目的としています。 

②調査の対象 

全国の世帯の中から無作為に約 17 分の１の世帯が選ばれます。 

③調査の時期 

令和５年 10 月１日現在 

④住宅・土地統計調査における空き家の定義 

空き家の定義は，以下のとおりです。 

 

■図表 10 住宅・土地統計調査における空き家の定義 

住宅 居住世帯のある住宅

居住世帯のない住宅

建築中の住宅

一時現在者のみの住宅

空き家

二次的住宅

賃貸用の空き家

売却用の空き家

賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家

別荘

その他

 
内容

昼間だけ使用している，何人かの人が交代で寝泊まりしているなど，そこ
にふだん居住している者が一人もいない住宅

賃貸用の空き家，売却用の空き家及び二次的住宅以外の人が住んでいない
住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の
住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など（注：空
き家の種類の判断が困難な住宅を含む。）

新築・中古を問わず，賃貸のために空き家になっている住宅

新築・中古を問わず，売却のために空き家になっている住宅

別荘 
週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で，ふだん
は人が住んでいない住宅

その他
ふだん住んでいる住宅とは別に，残業で遅くなったときに寝泊まりするな
ど，たまに寝泊まりしている人がいる住宅

住宅として建築中のもので，棟上げは終わっているが，戸締まりができる
までにはなっていないもの（鉄筋コンクリートの場合は，外壁が出来上
がったもの）
なお，戸締まりができる程度になっている場合は，内装が完了していなく
ても，「空き家」とした。
また，建築中の住宅でも，ふだん人が居住している場合には，建築中とは
せずに人が居住している住宅とした。

区分

建築中の住宅

一時現在者のみの住宅

賃貸・売却用及び二次的
住宅を除く空き家

賃貸用の空き家

売却用の空き家

二次的住宅

空
き
家

 
出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査」 
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（２）住宅・土地統計調査の結果 

①住宅総数と空き家数 

令和５年住宅・土地統計調査によると，本市の世帯数は 28,650 世帯，住宅総数は 35,950

戸という結果でした。 

特に空き家は 7,420 戸（20.6％）となっており，平成 30 年の前回調査と比べて 140 戸増加

しています。これは，全国や県内自治体の空き家率を大きく上回る結果となりました。 

空き家を種類別にみると，適切な管理がされていないと思われる「賃貸・売却用及び二次

的住宅を除く空き家」が 2,830 戸となっており，図表 13 に示すとおり，前回調査から 660

戸増加し，空家総数の約４割を占めています。このことから，今後，空家等対策をさらに充

実させていく必要があります。 

 

■図表 11 住宅数における空き家の戸数及び割合 

28,530戸

79.4%

7,420戸

20.6%

空き家以外

空き家

 
出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査」 

 

■図表 12 住宅総数及び空き家数 

総数

賃貸・売却用
及び二次的住

宅を除く
空き家

賃貸用の
空き家

売却用の
空き家

二次的
住宅

水 戸 市 148,990 26,880 9,900 16,010 720 240 18.0%

日 立 市 91,550 15,270 5,180 9,510 280 290 16.7%

土 浦 市 75,970 9,470 3,200 5,820 400 50 12.5%

古 河 市 66,580 9,610 5,070 3,870 450 210 14.4%

つ く ば 市 131,220 10,680 5,400 4,670 460 150 8.1%

ひ た ち な か 市 75,630 9,440 3,590 5,440 130 280 12.5%

鹿 嶋 市 35,950 7,420 2,830 3,100 340 1,150 20.6%

潮 来 市 12,440 1,780 880 810 10 80 14.3%

神 栖 市 48,570 7,660 2,820 4,710 80 60 15.8%

行 方 市 12,380 1,880 1,470 260 40 110 15.2%

鉾 田 市 20,310 4,110 1,980 590 30 1,510 20.2%

茨 城 県 1,390,900 196,200 93,200 90,700 5,400 6,800 14.1%

うち市部 1,273,360 179,470 83,240 84,880 5,160 6,220 14.1%

全 国 65,046,700 9,001,600 3,856,000 4,435,800 326,200 383,500 13.8%

空き家率住宅総数

空き家

 
出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査」 
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■図表 13 種類別の空き家数の推移 

7,780
7,280 7,420

2,100 2,170
2,830

3,290 3,030 3,100

170 220 340

2,210 1,860
1,150

0
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出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査」 

②空き家の腐朽・破損状況 

「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」の「腐朽・破損の有無」について見てみる

と，「腐朽・破損あり」は 1,010 戸となっており，図表 13 の推移から，「腐朽・破損あり」の

「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は，今後も増加することが予想されます。こ

のことから，行政が関与しなければならない事案の増加に対応するため，全庁的な体制整備

が求められます。 

 

■図表 14 空き家の腐朽・破損の状況 

総数 木造 非木造 総数 木造 非木造

7,420 4,120 4,110 10 3,300 290 3,010

賃貸・売却用及び
二次的住宅を除く空き家

2,830 2,400 2,390 10 430 20 410

賃貸用の空き家 3,100 300 300 - 2,790 270 2,520

売却用の空き家 340 310 310 - 30 - 30

二次的住宅 1,150 1,110 1,110 - 40 - 40

1,720 1,260 1,250 10 460 70 390

賃貸・売却用及び
二次的住宅を除く空き家

1,010 860 850 10 150 20 130

賃貸用の空き家 480 170 170 - 310 50 260

売却用の空き家 80 80 80 - - - -

二次的住宅 150 150 150 - - - -

5,700 2,870 2,870 - 2,840 220 2,620

賃貸・売却用及び
二次的住宅を除く空き家

1,820 1,530 1,530 - 280 - 280

賃貸用の空き家 2,620 140 140 - 2,480 220 2,260

売却用の空き家 260 230 230 - 30 - 30

二次的住宅 1,000 960 960 - 40 - 40

腐朽・破損あり

腐朽・破損なし

空き家総数

総数
一戸建 長屋・共同住宅・その他

 
出典：総務省「令和５年住宅・土地統計調査」 
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３ 空家等の調査 

本市では，空家等の相談を受け付け，現地調査を実施した結果，空家等と判断された案件を

平成 27 年度からデータベース化し，管理しています。令和５年度末時点では，469 戸の空家等

をデータベースにて把握しています。 

相談を受け付けた空家等の分布を本市の地図に示すと，図表 15「空家等の分布」のとおりと

なり，市内の広範囲に分布していることが分かります。 

ただし，本市を鹿島区域と大野区域に分けた場合，鹿島区域は偏在しているのに対し，大野

区域は全体に分布しており，これまでの土地利用の経緯が空家等発生の要因になっているもの

と考えられます。なお，空家等が最も多い大字は，「和」が 40 件，次いで「宮中」が 36 件，「角

折」が 30 件となっています。 
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■図表 15 空家等の分布 

 
大字界 出典：都市計画課「大字名称」      

空家等数 出典：都市計画課「空家等データベース」 

和 
40 件 

角折 
30 件 

宮中 
36 件 
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本市における空家等の特性や発生要因について，自然特性や社会特性等，多面的に分析した

結果，空家等と高齢化に高い相関性があることが分かりました。このことから，今後も空家等

が増加することが容易に推測されます。 

 

■図表 16 高齢化率と空家等の分布 

 
大字界 出典：都市計画課「大字名称」   

大字ごとの高齢者数 出典：総務省「令和２年国勢調査」 
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空家等における相談内容としては，「草木繁茂」が 259 戸と全体の 55.2％を占めています。

次いで，「建築物の傷み」が 167 戸・35.6％，「動物被害」が 14 戸・3.0％，「公衆衛生」が５件・

1.1％となっています。 

 

■図表 17 空家等の相談内容内訳 

H27 H28 H29 H30 H31 R２ R３ R４ R５ 計

草木繁茂 29 11 22 19 40 35 21 36 46 259

建築物の傷み 17 21 13 14 38 28 9 8 19 167

動物被害 ０ ３ ０ ０ ３ １ １ ３ ３ 14

公衆衛生 ２ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ １ ５

その他 １ １ ０ １ ０ ５ 10 ４ ２ 24

合計 49 37 35 35 81 69 41 51 71 469  

草木繁茂建築物の傷み

動物被害

公衆衛生 その他

55.2％35.6％

3.0％

1.1％
5.1％
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４ 空家等対策の実績 

（１）管理不全な空家等の相談への対応 

管理不全な空家等に関する相談を受け付けた際には，本市の担当職員が現地調査を行い，所

有者等を調査・特定し，本市から所有者等に対して適正管理の通知を行っています。 

これまで相談を受け付けた空家等 469 戸のうち，435 戸の所有者等に対して適正管理の通知

を行いましたが，所有者等からの返答状況は，「返答あり」が 46.9%，「返答なし」が 53.1%と半

数以上の空家等の所有者等と連絡が取れていない状況です。適正管理の通知は，状況が改善さ

れるまで継続的に実施していきます。 

 

■図表 18 適正管理の通知の実績 

（戸）

435 -

返答あり 204 46.9%

返答なし 231 53.1%

通知物件

 

 

（２）既存ストック利活用補助金 

既存ストック利活用補助金は，既存建築物の利活用促進と生活環境への悪影響を抑制するこ

とを目的として令和３年に開始しました。「不良住宅・特定空家等の解体」及び「中古住宅の改

修」を対象に 30 万円を上限として補助金を交付しており，令和３年度から令和５年度までの交

付実績は 68 件となっています。 

 

■図表 19 既存ストック利活用補助金の実績 

令和３年 令和４年 令和５年

交付件数（件） 18 34 16

予算（千円） 15,000 9,000 6,000
 

 

（３）空家バンク制度 

空家バンク制度は，「空家等を売りたい，貸したい」と考えている方に物件を登録していただ

き，本市への定住を目的として「空家等を買いたい，借りたい」と考えている方をマッチング

することを目的としており，平成 30 年から開始しました。掲載期間が登録年度から３年度まで

となっており，令和６年４月１日現在，登録件数は０件となっています。 

空家バンク制度を活用した成約件数は，０件ですが，空家バンクへの登録手続の過程で売買

契約が成立した案件が６件あります。 
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■図表 20 空家バンクの実績 

（件）

平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

申請件数 ４ ４ １ １ １ １

（人）

平成30年 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

利用登録者 ０ ２ ０ ７ ３ ２

→成約件数：０件  
 

５ 空家等対策関連法の改正概要 

近年では，所有者不明土地が増加しており，今後ますます深刻化するおそれがあることから，

所有者不明土地の解消に向け，不動産登記法や民法の見直しが行われたことに加え，相続等に

より取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立しました。 

また，空家法が改正され，周囲に悪影響を及ぼす前の段階からの対応等，空家等対策が総合

的に強化されました。 

 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法）の改正 

これまでの空家法では，周囲に悪影響を及ぼす特定空家等への対応を中心としていましたが，

特定空家等となる前の段階の対策が強化されました。 

①空家等の活用拡大 

■図表 21 空家等の活用拡大の概要 

（１）空家活用の重点的実施

○「空家等活用促進区域」を創設し，
用途変更や建替え等を促進

▶中心市街地，地域再生拠点など

▶市区町村が活用指針を明示

▶指針に合った空家活用を市区町村
から所有者に要請

▶許認可等を合理化・円滑化

接道規制の合理化（建築基準法）

用途規制の合理化（建築基準法）

市街化調整区域内の空家の用途変更（計画都市法）

・前面に接する道が幅員４ｍ未満でも，安全確保
策※1を前提に，建替え，改築等を特例認定

・各用途地域で制限された用途でも，指針に定めた用途※への変更
を特例許可

※1 市区町村と特定行政庁※2が協議して指針に規定

※ 市区町村が特定行政庁の同意を得て指針に規定

・用途変更許可の際，指針に沿った空家活用が進むよう知事が配慮

４ｍ未満の道
※2 特定行政庁：人口25万人以上の市又は都道府県等

（２）所有者不在の空家の処分

○所有者に代わって処分を行う財産管理人の選任を市区町村が裁判所に請求

（３）自治体や所有者等へのサポート体制

○空家等管理活用支援法人の創設

▶ＮＰＯ法人，社団法人等を市区町村が指定

・所有者・活用希望者への普及啓発・情報提供

・所有者に寄り添った相談対応，委託に基づく空家管理※

※市区町村が本人同意を得て法人に所有者情報を提供

・委託を受けて所有者探索

・市区町村に財産管理制度の利用を提案 等
 

出典：国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 概要［２］」
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621961.pdf）をもとに加工して作成 
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②空家等の管理の確保 

■図表 22 空家等の管理の確保の概要 

（１）特定空家※化の未然防止 ※周囲に著しい悪影響を与える空家

○国が「空家の管理指針」を告示
（定期的な換気，通水，庭木伐採等）

○放置すれば特定空家となるおそれのある空家
（管理不全空家）に対し，市区町村が指導・勧告

○勧告された空家は住居利用が難しく，敷地に係る
固定資産税の住宅用地特例（1/6等に減額）は解除

（２）管理不全建物管理制度の活用

○所有者に代わって建物管理を行う「管理不全建物管理人」の選任を市区町村が裁判所に請求

（３）所有者把握の円滑化

○電力会社等にある所有者情報を市区町村が提供要請

空家発生

そのままでは
特定空家化

周囲に悪影響

＜状態＞

良

悪

管理不全空家…指導・勧告

特定空家…指導・勧告・
命令・代執行

 
出典：国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 概要［２］」

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621961.pdf）をもとに加工して作成 

 

③特定空家等の除却 

■図表 23 特定空家等の除却の概要 

［緊急］
代執行

［略式］代執行
（所有者不明のとき）

［通常の］代執行

通
常
の
代
執
行
と
同
じ

通
常
の
代
執
行
と
同
じ

まず，所有者負担を裁判で争う必要直ちに所有者から強制徴収

（１）代執行の円滑化

①緊急代執行制度（創設）

（２）相続放棄，所有者不明・不在の空家への対応（管理不全空家，特定空家等）

○市区町村が裁判所に「財産管理人」（※）の選任を請求し，修繕や処分を実施
（注）民法上は，利害関係者のみ請求可

（３）状態の把握

○所有者への報告徴収権を市区町村に付与し，勧告・命令等を円滑化

②代執行費用の徴収円滑化

［通常の代執行］

［緊急代執行］

※相続財産清算人，不在者財産管理人，所有者不明建物管理人，管理不全建物管理人，管理不全土地管理人

命令等

命令等

代執行

代執行

相当の猶予

［緊急時には不要］

現行 現行 改正 新設

裁判所に訴訟の提起

所有者に負担させる
旨の確定判決

財産差押え

公売等で換価

財産差押え

公売等で換価

告知・督促（請求）

［相続放棄・所有者不明等の空家］

利害関係人
選任請求

市役所

市区町村

裁判所

裁判所

財産管理人

修繕・処分

 
出典：国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 概要［２］」

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621961.pdf）をもとに加工して作成 
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（２）不動産登記法の改正 

これまで相続登記の申請は任意とされていたことから，相続登記がなされずに所有者不明土

地等が増加していることが問題となっていました。所有者不明土地等の発生を予防するため，

相続登記の申請が義務化されました。 

 

■図表 24 不動産登記法の改正概要 

相続に関する情報
の更新を図る方策

［背景］相続登記がされないため，登記名義人の相続人（所有者）の探索に時間と費
用が掛かり用地買収等が妨げられるなどの指摘がある

①相続登記の申請を義務化
②登記名義人の死亡等の事

実の公示

○登記官が他の公的機関
（住基ネットなど）から死亡等
の情報を取得し，職権で登
記に表示する（符号で表示）

⇒登記で登記名義人の死亡
の有無の確認が可能に

○不動産を取得した相続人に対し，その取得を知った日から３年以内に相続登
記の申請をすることを義務付ける

○施行日前の相続でも，未登記であれば，義務化の対象（３年間の猶予期間あり）

○「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは，10万円以下の過料の適用対象

○「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」（令和５年３月公表）の
方針に沿って運用

R6.4.1施行
R8.4.1施行

申請義務の簡易な履行手段 相続登記の負担を軽減 登記漏れの防止 自治体との連携

相続人申告登記の新設

• 相続人が，登記名義人の法定
相続人である旨を申し出る
（オンラインでも可）。申請
義務の履行手段の一つ（単独で
申請可・添付書面も簡略化・非課
税）

⇒相続登記の申請義務を簡易に
履行することが可能

※登記官がその者の氏名及び住所等
を職権で登記する（持分は登記され
ない報告的登記）

R6.4.1施行
登録免許税の免税措置

• 価額が100万円以下の土地に
係る相続登記等について，
登録免許税の免税措置を実
施中（令和7年3月31日まで）

相談体制の充実

• 全国の法務局で相続登記の
手続案内を実施

• 専門資格者団体と連携して
相談先情報を提供

R8.2.2施行

所有不動産記録証明
制度の新設

• 特定の者が名義人と
なっている不動産の一
覧を証明書として発行

⇒相続登記が必要な
不動産の把握が容
易に

※自己所有不動産の一般
的確認方法としても利
用可能

国民に身近な自治
体と連携した広報

• 自治体の「おくや
みリスト」等に相
続登記に関する情
報を追加

• 固定資産納税通
知書の送付と併
せて新制度に関す
る資料を提供

など

 
住所等変更未登記への対応

住所等変更登記の申請を義務化

○ 所有権の登記名義人に対し，住所等の変更日から２年以内にその変更登記の申
請をすることを義務付ける（正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり）

※施行前の住所等の変更でも，未登記であれば，義務化の対象（２年間の猶予期間あり）

○ 他の公的機関から取得した情報に基づき，登記官が職権で変更登記をする新た
な方策も導入する

⇒転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続で登記に反映される

R8.4.1施行

新たな方策の仕組み

［自然人の場合］

①登記申請の際等に，氏名・住所のほか，生年月日等の「検索用情報」の申出を行う

②登記官が，検索用情報を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに対して照会し，
所有権の登記名義人の氏名・住所等の異動情報を取得する

③登記官が，取得した情報に基づき，登記名義人に住所等の変更の登記をすることに
ついて確認をとった上で，職権で変更の登記をする（非課税）

［現状］
○ 現在は，住所等変更登記は義

務ではない

○ 自然人・法人問わず，転居・本
店移転等のたびに登記するの
には負担を感じ，放置されがち
である

※都市部では所有者不明土地の主な
原因との調査結果もある

［法人の場合］

①法人が所有権の登記名義人となっている不動産について，会社法人等番号を登記事項
に追加する

②商業・法人登記システムから不動産登記システムに対し，名称や住所を変更した法人
の情報を通知する

③取得した情報に基づき，登記官が職権で変更の登記をする（非課税）

法務局

不動産登記
システム

住民基本
台帳ネットワーク

システム

法務局

不動産登記
システム

商業・
法人登記
システム

①

②

③

①

③②

会
社

 
出典：法務省「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」

（https://www.moj.go.jp/content/001401144.pdf）をもとに加工して作成 
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（３）相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の制定 

土地の利用ニーズが低下する中で土地所有に対する負担感が増加しており，相続された土地

が所有者不明土地の予備軍となっているといわれています。そこで，所有者不明土地の発生予

防の観点から，相続等によって土地の所有権を取得した相続人が，法務大臣（窓口は法務局）

の承認により，土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されまし

た。 

 

■図表 25 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の概要 

森林
一部の市街地（注1），
農用地区域等の田，畑

一部の市街地（注1）の宅地右記以外の土地

面積に応じ算定（注2）

（例）1,500㎡：約27万円
3,000㎡：約30万円

面積に応じ算定（注2）

（例）500㎡：約 72万円
1,000㎡：約110万円

面積に応じ算定（注2）

（例）100㎡：約55万円
200㎡：約80万円

面積にかかわらず，20万円

法務局

相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設

背景

R5.4.27施行

①土地利用ニーズの低下等により，土地を相続したものの，土地を手放したいと考える者が増加

②相続を契機として，土地を望まず取得した所有者の負担感が増しており，管理の不全化を招いている

○相続又は遺贈（相続人に対する遺贈に限る。）により取得した土地を手放して，
国庫に帰属させることを可能とする制度を創設する
⇒将来的に土地が所有者不明化し，管理不全化することを予防することが可能になる

○管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生す
るおそれを考慮して，一定の要件を設定し，法務大臣が要件について審査を実施

（1）土地の要件 法令で定められた通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地は不可

ア）建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地 イ）土壌汚染や埋設物がある土地 ウ）危険な崖がある土地

エ）権利関係に争いがある土地 オ）担保権等が設定されている土地 カ）通路など他人によって使用される土地 など

（2）負 担 金 等 土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金
の納付が必要 ※その他申請時に，審査に要する実費等を考慮して政令で定める審査手数料（一筆14,000円）の納付も必要

注1：都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域 注2：面積の単純比例ではなく，面積が大きくなるにつれて1㎡の負担金額は低くなる

国庫帰属制度

（法務省HP）

手続イメージ

①承認申請 ②法務大臣（法務局）による
要件審査・承認

③申請者が10年分の土地管理費
相当額の負担金を納付

［申請権者］
相続又は遺贈（相続人に対する遺贈
に限る）により土地を取得した者

・実地調査権限あり
・国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができる
・地方公共団体等に対して，情報提供を求めることができる
・国や地方公共団体に対して，承認申請があった旨を情報提供し，
土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保

帰属後は，管理庁（財務省・農林水産省）が
国有財産として管理

④ 国 庫 帰 属

 
出典：法務省「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」

（https://www.moj.go.jp/content/001401144.pdf）をもとに加工して作成 
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（４）民法の改正 

所有者が特定できない又は所在が不明な場合には，土地・建物の円滑な利用・管理が困難な

状況にありました。所有者不明土地等の利用の円滑化を図るため，隣地の使用や越境した竹木

の枝の切取り，不明共有者がいる場合への対応等に関する民法の見直しが令和５年４月に行わ

れました。 

①土地・建物に特化した財産管理制度の創設 

■図表 26 財産管理制度の見直しの概要 

所有者不明土地・建物や，管理不全状態にある土地・建物は，公共事業や民間取引を阻害したり，近隣に悪影響を発
生させるなどして問題となりますが，これまで，その管理に適した財産管理制度がなく，管理が非効率になりがちでした。

そこで，土地・建物の効率的な管理を実現するために，所有者が不明であったり，所有者による管理が適切にされてい
ない土地・建物を対象に，個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。

所有者不明土地・建物の管理制度

調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物に
ついて，利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって，その土地・
建物の管理を行う管理人（※）を選任してもらうことができるようになり
ます。

（※）管理人には，事案に応じて，弁護士・司法書士・土地家屋調査士等のふさわしい者が選任されます。

管理不全状態にある土地・建物の管理制度

所有者による管理が不適当であることによって，他人の権利・法的利
益が侵害され又はそのおそれがある土地・建物について，利害関係人が地
方裁判所に申し立てることによって，その土地・建物の管理を行う管理人
（※）を選任してもらうことができるようになります。

管理人は，裁判所の許可を
得れば，所有者不明土地の
売却等もすることができま
す。公共事業や民間取引の
活性化にもつながります。

ひび割れ・破損が生じてい
る擁壁の補修工事や，ゴミ
の撤去・害虫の駆除も管理
人にお願いできます。

 
出典：法務省「所有者不明土地の解消に向けて，不動産に関するルールが大きく変わります。」 

（https://www.moj.go.jp/content/001381141.pdf）をもとに加工して作成 

 

②共有制度の見直し 

■図表 27 共有制度の見直しの概要 

共有状態にある不動産について，所在等が不明な共有者がいる場合には，その利用に関する共有者間の意思決定
をすることができなかったり，処分できずに公共事業や民間取引を阻害したりしているといった問題が指摘されています。

また，所有者不明土地問題をきっかけに共有物一般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになりまし
た。

そこで，共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から，共有制度全般について様々な見直しが行われま
した。

共有物を利用しやすくするための見直し

共有物につき軽微な変更をするために必要な要件が緩和されました（全員の同意は不要で，持分の過半数
で決定可。）。

所在等が不明な共有者がいる場合には，他の共有者は，地方裁判所に申し立て，その決定を得て，
• 残りの共有者の持分の過半数で，管理行為（例：共有者の中から使用者を１人に決めること）ができます。
• 残りの共有者全員の同意で，変更行為（例：農地を宅地に造成すること）ができます。

（※）裁判所において，持分に応じた時価相当額の金銭の供託が必要になります。

共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入

所在等が不明な共有者がいる場合には，他の共有者は，地方裁判所に
申し立て，その決定を得て，所在等が不明な共有者の持分を取得したり，
その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます（※）。

土地の共有者が不明でストッ
プしていた事業も，これから
は進められます。

 
出典：法務省「所有者不明土地の解消に向けて，不動産に関するルールが大きく変わります。」 

（https://www.moj.go.jp/content/001381141.pdf）をもとに加工して作成 
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③相続制度の見直し 

■図表 28 相続制度の見直しの概要 

相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると，相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共
有状態となる結果，遺産の管理・処分が困難になります。

また，遺産分割をする際には，法律で定められた相続分（法定相続分）等を基礎としつつ，個別の事情（例えば，生
前贈与を受けたことや，療養看護等の特別の寄与をしたこと）を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的です。
しかし，長期間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠等がなくなってしまい，遺産分割が難しくなるといった問
題があります。

そこで，遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。

長期間経過後の遺産分割のルール

被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は，原則として，
具体的相続分を考慮せず，法定相続分又は指定相続分によって画一的に
行うこととされました。

※新たなルールは改正法に施行日前に開始した相続についても適用されますが，
次のように施行時から５年間の猶予期間が設けられます。

ex.法定相続分

1
―
3

1
―
3

1
―
3

長男 次男 三男

ex.具体的相続分

長男 次男 三男

ＤＯＷＮ

ＵＰ
生前贈与あり 貢献あり

Ⓐ施行時に相続開始から既に10年が経過しているケース…R10.3.31が基準

Ⓑ施行時から５年以内に相続開始から10年が経過するケース…施行時から５年が経過した時が基準

相続開始 R5.4.1 R10.3.31

10年経過

５年の猶予期間 この後は具体的相続分による
分割の利益喪失

相続開始 R5.4.1 R10.3.31

10年経過

５年の猶予期間 この後は具体的相続分による
分割の利益喪失

 
出典：法務省「所有者不明土地の解消に向けて，不動産に関するルールが大きく変わります。」 

（https://www.moj.go.jp/content/001381141.pdf）をもとに加工して作成 

 

④相隣関係規定の見直し 

■図表 29 相隣関係規定の見直しの概要 

隣地の所有者や所在を調査しても分からない場合には，隣地の所有者から隣地の利用や枝の切取り等に必要と
なる同意を得ることができないため，土地の円滑な利活用が困難となります。

そこで，隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から，相隣関係に関するルールの様々な見直し
が行われました。

ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備

ライフラインを自己の土地に引き込むために，導管等の設備を他人の土地に設置する権利や，他人の所有
する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに，設置・使用のためのルール（事前の通知や
費用負担などに関するルール）も整備されました。

越境した竹木の枝の切取りルールの見直し

催促しても越境した枝が切除されない場合や，竹木の所有者やその所在を調査しても
分からない場合等には，越境された土地の所有者が自らその枝切り取ることができる仕
組みが整備されました。

わざわざ裁判
をしなくても，
枝を切れるよう
になりました。

隣地使用権のルールの見直し

境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時的に使用することができることが明
らかにされるとともに，隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することがで
きる仕組みが設けられました。

 
出典：法務省「所有者不明土地の解消に向けて，不動産に関するルールが大きく変わります。」 

（https://www.moj.go.jp/content/001381141.pdf）をもとに加工して作成 
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第３章  空家等対策に係る基本的な方針 

１ 空家等に起因する問題の整理 

本市における空家等に係る問題は，社会情勢の変化を含む様々な発生要因に関係しています。 

空家等の発生要因を踏まえ，本市における空家等に係る現状を，３種類の問題に分類して整理

します。 

 

■図表 30 空家等の現状と問題 

（３）管理不全の状態にある空家等の増加

（２）空家等の利活用の停滞

（１）空家予備軍の増加

・高齢者数と空家等数に高い相関性がみられ，特に，一人暮らし
高齢者数が増加傾向にある

・人口の減少と世帯数の増加から，一人あたりの住宅のストック
数が増加している

・暮らしやすさの重視や住宅所有の負担感から，持ち家志向が低
下している

・空家バンク制度が活用されていない

・市街化調整区域における用途制限により利活用ができない場合
がある

・空家の利活用のためには，修繕費用が必要となる

・相続放棄が増加している

・相談空家等に対して通知を行った物件のうち約半数の所有者と
連絡がとれていない

・所有者が管理費用の負担を嫌う

・山林に隣接している空家は動物の住処になりやすい傾向がある

・災害の発生により空家の破損が顕在化している

空家等の現状と問題空家等の発生要因

過疎化と少子高齢化
 過疎化・労働人口の減少
 少子高齢化

ライフスタイルの変化
 核家族化
 持ち家志向の低下
 相続問題の多発
 管理費用の発生

不動産市場の評価
 旧耐震基準の建物の流通低迷

都市計画制度の運用状況
 区域区分の決定状況

災害の影響
 自然災害による被災

 

 

（１）空家等予備軍の増加 

本市では，第一期計画策定時（平成 29 年）と比較して，人口減少（-2,949 人），世帯数の増

加（+810 世帯），住宅数の増加（+3,930 戸）高齢者数の増加（+2,279 人）が進んでいます。核

家族化及び持ち家志向の低下等や人口減少及び住宅数の増加により，一人当たりの住宅ストッ

ク数が増加しています。 

国土交通省が実施した令和元年空き家所有者実態調査（令和２年 12 月）によると，空家等の

取得経緯は，「相続」が 54.6％と最も高くなっており，高齢化と空家等数に高い正の相関性が

みられています。また，鹿嶋市人口ビジョン（令和４年３月）によると高齢化率は，令和２年

の 31.7％から令和 42 年に 37.6％に達するとされています。 

以上のことから，本市においても，将来空家等となる可能性がある空家等予備軍が増加して

いるといえます。 
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（２）空家等の利活用の停滞 

本市では，平成 30 年度から空家バンク制度を開始していますが，令和６年４月時点で登録件

数及び成約件数は０件となっています。背景には，本市の不動産需要は高く，民間の不動産市

場・流通が十分に機能していることが挙げられますが，一方で，空家バンクへの登録手続が煩

雑なことも，登録希望者が登録まで至らない要因の一つとして考えられます。 

なお，旧耐震基準の住宅や腐朽・破損のある空家等は流通しづらい状況にあり，さらに，市

街化調整区域における土地利用条件の制限や，利活用にあたり修繕を要する物件も，空家等の

利活用が進まない要因の一つとなっています。 

 

（３）管理不全の状態にある空家等の増加 

本市では，空家等が管理不全の状態にあるとの相談があった場合には，調査後，当該空家等

に対して適正管理の通知を実施していますが，約半数から返答がなく，適正な管理がされない

空家等が増加しています。空家等の状態は，「草木繁茂」が 259 戸（55.2％），「建築物の傷み」

が 167 戸（35.6％），動物被害が 14 戸（3.0％），公衆衛生が５戸（1.1％）となっています。 

また，管理不全の状態になってしまうケースが増加している理由として，相続放棄や管理費

用の負担等が理由として挙げられます。 

管理不全の状態にある空家等の増加により，緑地部では動物の棲処となってしまう場合や自

然災害の際に腐朽・破損が進む等，近隣住民等の生活に影響を与えてしまうケースもみられま

す。 
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２ 今後の課題と基本対処方針 

空家等における問題を解決するための基本対処方針を整理します。 

 

■図表 31 課題と基本対処方針 

（１）将来の空家等数増加を見据えた早期的な対処

空家等の問題

空家等予備軍の
増加

空家等の利活用
の停滞

管理不全の状態
にある空家等の
増加

過疎化及び高齢化を
踏まえた
空家化の抑制

空家等の利活用の
促進に向けた
支援策の充実

管理不全の状態にある
空家等への
適切な対処

（２）過疎化が進む地域への重点的な対処

（３）市街地のにぎわい創出

課題 基本対処方針

（４）空家バンク制度の活用促進

（５）土地利用条件が厳しい空家等への支援策検討

（６）旧耐震基準住宅の価値向上

（７）経済的支援の充実

（８）適正管理に関する所有者等への啓発及び指導

（９）所有者の特定が困難な空家等への適切な対処

（10）相続放棄された空家等への適切な対処

（11）周辺の生活環境悪化の抑制

 
 

（１）将来の空家等数増加を見据えた早期的な対処 

高齢化の進行による空家等予備軍の増加により，今後も空家等の増加が予想されます。空家

等になる前段の予防対策として相続関係の整理，土地の登記，土地や建築物等の権利関係の確

認，将来の建築物用途に関する意向確認等，事前の準備を推進するための意識啓発や相談体制

の整備を図ります。 

 

（２）過疎化が進む地域への重点的な対処 

本市では鹿島開発の時期に，宅地化された地域が多く存在します。また，当時造成された地

域に転居された方々は，同世代の方が多く，地域全体で高齢化が進んでいます。 

今後，市街地内で空家等が同時多発的に発生する可能性があるため，空家等に関する問題を

地域の問題として捉え，地域内での情報交換や相互の助言等により，空家等に関する意識の向

上及び対策の推進を図ります。 

 

（３）市街地のにぎわい創出 

空家等の発生による市街地のにぎわいの低下は，本市全体の資産価値の低下にもつながって

しまいます。市街地は，多くの市民の生活の場となっていることから，重点的に空家等の除却

や利活用を推進する必要があります。 
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（４）空家バンク制度の活用促進 

空家等が長期間放置されることにより，築年数の増加や住宅の性能・品質が下がることで，

不動産市場で流通することができない建築物となるおそれがあります。そこで，適切なタイミ

ングでの空家等の流通に関する情報発信や空家バンクの活用の促進等を図ります。 

 

（５）土地利用条件が厳しい空家等への支援策検討 

無接道や市街化調整区域等の土地利用条件の制限により，利活用が一般的な地域と比較して

難しい地域があります。土地利用条件の制限によって流通が困難な地域にある空家等対策の支

援を検討していきます。 

 

（６）旧耐震基準の住宅の価値向上 

旧耐震基準の住宅は，民間の不動産市場における需要が低く，流通しづらい傾向にあります。

流通しない空家等は，耐震改修や除却の推進により流通を促進します。 

 

（７）経済的な支援の充実 

既存の支援制度の活用を継続するとともに，国の「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

措置」の拡充・延長を受け，より一層の周知と活用を促進します。 

 

（８）適正管理に関する所有者等への啓発及び指導 

空家等の所有者等に対して適正管理の必要性を周知するとともに，相談窓口では，引き続き

空家等を含む住宅・建築物に関する全般的な相談や，空家等適正管理をはじめ，活用・流通に

関する総合的な窓口の運用を継続します。 

また，行政措置が必要な場合には，ガイドラインに従って，適切に対処していきます。 

 

（９）所有者の特定が困難な空家等への適切な対処 

法定相続人の調査や固定資産税の課税情報の利用等により，引き続き，所有者の特定に努め

ます。また，民法の改正を受けて，財産管理制度の活用を広く周知することで，空家等の適正

管理を促進します。 

 

（10）相続放棄された空家等への適切な対処 

相続放棄を理由に適切な管理がされていない空家等が増加しています。しかし，相続放棄さ

れた空家等への対処方法については標準化されていないため，まずは関係機関にご協力をいた

だきながら標準化を目指します。 

 

（11）周辺の生活環境悪化の抑制 

空家等に起因する生活環境の悪化は，影響が多岐にわたるため，関係部署と連携し，全庁横

断的に対応します。 
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第４章  空家等対策 

 

空家等における課題を達成するための対策を整理します。 

 

■図表 32 空家等対策 

（４）空家バンク制度の活用促進
（５）土地利用条件が厳しい空家等への支援策検討
（６）旧耐震基準住宅の価値向上
（７）経済的支援の充実

課題と基本対処方針

過疎化及び高齢化を踏まえた空家化の抑制

空家等の利活用の促進に向けた支援策の充実

管理不全の状態にある空家等への適切な対処

（１）将来の空家等数増加を見据えた早期的な対処

（２）過疎化が進む地域への重点的な対処

（３）市街地のにぎわい創出

（７）経済的支援の充実
（８）適正管理に関する所有者等への啓発及び指導
（９）所有者の特定が困難な空家等への適切な対処
（10）相続放棄された空家等への適切な対処
（11）周辺の生活環境悪化の抑制

１ 空家等対策の普及啓発

２ 空家等管理活用支援法人の活用

３ 空家等活用促進区域の検討

４ 鹿嶋市空家バンクの活用

５ 経済的な支援制度の周知及び充実

６ 管理不全空家等及び特定空家等に
対する適正かつ迅速な措置

５ 経済的な支援制度の周知及び充実

共通対策

利活用支援策

適正管理支援策

 
 

１ 空家等対策の普及啓発 

（１）市民への空家等に係る情報発信 

空家等の予防や適正な管理，利活用のためには，空家等に係る正しい知識や問題意識を持っ

てもらうことが重要です。 

そのため，本市のホームページやＳＮＳ，広報紙，パンフレット等を活用し，国の法改正に

伴う相続登記の義務化や相続土地国庫帰属制度等の新しい制度に関する情報提供を行っていく

とともに，空家等の適切な管理に関するお願いや空家等の利活用に関する情報の発信等広く周

知を行います。 

過疎化が進む地域では，今後同時多発的に空家等が発生する可能性があるため，空家等の発

生予防を目的とした重点的な啓発を行います。 
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（２）空家等の所有者等に向けた管理・活用の啓発 

空家等の所有者等を対象に，空家等の適正な管理及び利活用を目的とした空家等相談会やセ

ミナー等を開催することで，啓発や情報提供，助言等を実施することを検討します。相談会や

セミナーの実施にあたっては，空家等対策協議会や専門団体と連携することで，有効な情報の

提供に努めます。 

 

（３）市民相談案件に対する適切な応対 

市民からの空家等に関する相談は，適宜，都市計画課の窓口にて受け付けています。従来の

相談窓口に加え，令和６年９月より本市のホームページにおける専用のフォームから空家等に

関する通報及び相談の受付も開始しました。多様な相談手段の整備により，適正な管理がされ

ていない空家等の早期解決を目指します。 

空家等の利活用に関する相談に対しては，専門家との連携により対応します。 

相談しやすい体制の構築により，空家等の予防，適正管理，利活用を促進します。 

 

２ 空家等管理活用支援法人の活用 

令和５年６月の空家法の改正により，「空家等管理活用支援法人」が創設されました。本制度

は，民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し，空家等対策に取り組む自治体の補完

的な役割を果たすことが目的とされています。本市においても，空家等の相談や管理等，今後

の空家等対策を推進する上で指定を検討します。 

 

■図表 33 空家等管理活用支援法人の制度イメージ 

①指定の要件例

（法人の基本的な要件）
• 破産していないこと
• 役員に暴力団等がいないこと 等

（法人の業務体制）
• 支援法人として業務を行うに足る
専門性を有していること

➡ 空家対策の実績のある法人，宅建事業者団体等を想定
➡ 全国規模や都道府県規模の団体である場合も指定対象と

なる（活動実績等は，地域支部単位での確認も可）

②支援法人への所有者情報の提供方法

• 市から支援法人へ，所有者の氏名，住所，連絡先等
の情報提供が可能

• 情報提供時には，所有者本人から同意を取得（同意
取得書のひな型も掲載）。

鹿嶋市事務取扱要綱（例）

（趣旨）
第１条 ・・・・・・

（指定の要件）
第２条 ・・・・・・・

（▲取扱要綱のひな型も掲載）

鹿嶋市

指
定
・
監
督

【制度イメージ】

空家所有者の
情報を提供

（所有者の同意が必要）

空家等対策計画
の策定等に係る
提案が可能

空家等管理活用支援法人

業
務
実
施

＜支援法人が行う業務（例）＞
• 所有者・活用希望者への相談・情報提供
• 所有者からの委託に基づく空家の活用や管理
• 空家の活用又は管理に関する普及啓発
• 市からの委託に基づく所有者の探索 他

空家の所有者・活用希望者
 

出典：国土交通省「空家等管理活用支援法人 制度概要」を
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732460.pdf）もとに加工して作成 
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３ 空家等活用促進区域の検討 

令和５年６月の空家法の改正により，「空家等活用促進区域」が創設されました。本制度は，

空家等の利活用の促進が目的とされており，接道規制や用途規制の合理化等が可能なため，無

接道や市街化調整区域内の規制等により利活用が進まなかった空家等の建替や用途変更が可能

となりました。 

今後，次の地区が確認された場合には，本制度の活用を検討します。 

・管理不全空家等及び特定空家等により深刻な状況になっている地区 

・密集市街地等，管理不全空家等及び特定空家等が発生した場合に周辺住民への影響が大き

い地区 

・適切な管理がされていない空家等が多数存在し，エリアとして対策を進めるべき地区 

 

■図表 34 空家等活用促進区域の概要 

①まちづくり
課題の抽出

②区域案・
指針案の検討

③区域の設定

④運用開始

＜基本的な考え方・部局間連携＞
中心市街地の活性化や観光振興など
既存の区域設定や法定計画等をベー
スに課題の検討
まちづくり部局のほか，観光振興の
所管部局等との連携が重要

＜区域・指針の内容＞
対象エリア（地域の実情に応じて柔
軟に設定が可能）
活用する空家等の種類，誘導用途等
＜都市計画等との調和＞
市街化調整区域で区域設定する場合
は，市街化抑制にも留意し，あらか
じめ都道府県知事と協議が必要

＜特例適用要件の設定【選択】＞
参酌基準から敷地特例適用要件を設
定
市街地環境や土地利用の状況等に応
じて用途特例適用要件を設定
あらかじめ特定行政庁との協議等が
必要

＜住民意見の反映＞
公聴会，パブリックコメントなど

＜要請・あっせん＞
所有者等へ誘導用途への活用を要請
所有者等へ空家等の貸付又は売却の
あっせん

生活支援 移住・定住促進

観光・交流振興

にぎわい醸成 子育て支援

高齢者支援

•コンビニエンスストアや
ドラッグストア
•シェアオフィス・
コワーキングスペース

•移住・定住者向け住宅，
若者向けシェアハウス
•新旧住民の交流拠点，
就業場所

•分散型ホテル等，
宿泊・滞在施設
•観光交流施設（飲食・土
産物店，観光相談・情報
センター）

•飲食・店舗
•まちなか住宅
•図書館・大学サテライト
キャンパス
•シェアオフィス・
コワーキングスペース

•放課後児童クラブ等の
子育て支援施設
•学習教室
•子ども食堂

•高齢者の交流・居場所
•グループホーム，訪問介
護・看護ステーション，
デイサービスなど高齢者
福祉施設

空家等の活用

 
出典：国土交通省「空家等活用促進区域の設定に係るガイドライン」

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712344.pdf）及び 
国土交通省「空家等活用促進区域の対象・ガイドラインの概要」

（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732461.pdf）をもとに加工して作成 
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４ 鹿嶋市空家バンクの活用 

空家バンク制度は，「空家等を売りたい，貸したい」と考えている方が物件を登録し，本市へ

の定住を目的として「空家等を買いたい，借りたい」と考えている方をマッチングすることを

目的として，平成 30 年から運用を開始しました。制度開始に際し，公益社団法人全日本不動産

協会茨城県本部及び公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会と協定を締結し，効果促進を図っ

ています。 

しかしながら，登録件数が伸び悩み，活用が進んでいない現状があるため，空家バンクを広

く活用いただくようさらなる周知を行うとともに，空家等の利用希望者及び所有者等の登録手

続の見直しを検討します。 

なお，本市では，活用可能な空家等の多くは，空家バンクに登録されず，市場で流通してい

ることが考えられます。社会情勢の変化に伴い，空家等を活用する目的やニーズが多様化して

いることも踏まえ，空家バンク制度の見直しも検討します。 

 

■図表 35 鹿嶋市空家バンク制度の概要 

物件掲載

書類審査
物件登録

媒介

空家の
情報提供

お問合せ
・相談
・利用登録

書類審査
利用登録

媒介

お問合せ
・相談
・利用登録

全日本不動産協会 茨城県本部

茨城県宅地建物取引業協会

鹿嶋市空家バンク

・所有者，利用希望者及び
空家等物件の登録

・相談，マッチング等

全国空家バンク

・at-home（アットホーム）
・LIFULL（ライフル）

空
家
等
の
所
有
者
（
売
り
た
い
・
貸
し
た
い
）

空
家
等
の
利
用
希
望
者
（
買
い
た
い
・
借
り
た
い
）

連携協定締結
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５ 経済的な支援制度の周知及び充実 

空家等の適正な管理，利活用又は除却の促進のため，本市で実施している各種助成制度を引

き続き運用するとともに，国の空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例措置や法改正に伴う財

産管理制度，相続土地国庫帰属制度等を広く周知し，活用を推進します。 

特に，旧耐震基準の住宅は不動産市場で流通しづらく，空家等となってしまうことがあるた

め，本市における制度を広く周知し，解体又は改修を促進します。 

 

■図表 36 鹿嶋市における空家等に係る活用支援制度の概要 

既存ストック利活用補助金制度 木造住宅耐震改修工事等補助事業

補助内容 補助内容

・不良住宅，特定空家等の解体：費用の4/5
・中古住宅の改修 ：費用の2/3
※上限30万円

・耐震改修工事：費用の4/5
※上限100万円

 
 

■図表 37 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例措置 

制度のイメージ

現行制度（拡充後も継続）

相続
譲渡

更地 更地
売主が工事
を実施

相続人が住んでいた

家屋（※1）・敷地

令和5年度税制改正による拡充内容

相続 譲渡

更地

相続人が住んでいた

家屋（※1）・敷地

工事を実施

（※）昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。

空き家の
譲渡所得
3,000万
円（※2）

特別控除

（※2）

家屋及びその敷

地を相続した相

続人の数が３人

以上の場合は

2,000万円

空き家

空き家

 
出典：国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除）制度の

詳細」（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715180.pdf）をもとに加工して作成 
 

６ 管理不全空家等及び特定空家等に対する適正かつ迅速な措置 

本市では，これまで空家等及び特定空家等へ対応を行ってきました。令和５年６月の空家法

の改正により，放置すれば特定空家等となるおそれのある空家等を「管理不全空家等」に認定

し，指導及び勧告ができるようになりました。今後，本市では図表 39 のフローのとおり，法令

及び規則に基づき，空家等，管理不全空家等及び特定空家等へ適切に対応していきます。 



第４章  空家等対策 
 

 

31 

（１）空家等の把握及び対応 

適切な管理が行われていない空家等について，相談及び情報提供を基に現地調査を行い，所

有者等の把握に努め，適正管理の通知等により空家等の適正管理を促します。 

 

（２）立入調査 

管理不全空家等・特定空家等に該当する可能性がある空家等の詳細な状況調査を行うため，

職員等は必要に応じて立入調査を実施し，建築物等の状況を本市が定めた基準に基づき評価し

ます。 

 

（３）管理不全空家等・特定空家等の認定 

外観調査による空家等の評価を踏まえ鹿嶋市空家等対策協議会の検討・審議結果を受け，管

理不全空家等又は特定空家等に認定します。 

管理不全空家等に対する指導等の結果，改善等がみられない場合は，状況に応じて特定空家

等に該当するか否か判断をしていきます。 

 

（４）助言，指導及び勧告 

管理不全空家等・特定空家等の所有者等に対して，除却，修繕，立木等の伐採その他生活環

境の保全を図るため，必要な措置をとるよう口頭による助言又は書面による指導を行います。 

助言や指導を行った場合において，管理不全空家等・特定空家等の状態が改善されないと認

めるときは，猶予期間を付与し必要な措置を講じるよう勧告します。勧告を行う場合は，固定

資産税等の住宅用地特例が適用されなくなることから，税担当部局と情報共有を行うとともに，

所有者等にもその旨を通知します。 

 

■図表 38 固定資産税の住宅用地特例 

住宅用地特例 200㎡以下の部分 200㎡を超える部分

固定資産税の課税標準 １/６に減額 １/３に減額  
 

（５）命令 

勧告を受けた者が正当な理由がなく期限までに措置を実施しなかった場合は，猶予期間を付

与し，勧告に係る必要な措置を講ずるよう命じます。なお，この場合，その者又はその代理人

からの意見書及び自己の有利な証拠の提出，公開による意見聴取の機会を設けます。 

 

（６）特定空家等に係る代執行 

必要な措置を命じた場合において，期限までに履行がなされないときは，代執行を実行する

べき旨をあらかじめ書面で戒告します。戒告書の指定の期限までにその義務の履行がされない

ときは，履行期限の延長等による義務の履行の見込みを判断し，義務の履行の見込みがある場

合は再戒告を行います。期限までに履行がなされないとき又は履行しても十分でないときは，

行政代執行法の定めるところに従い，代執行を行います。 
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（７）略式代執行 

特定空家等の所有者等が不明な場合、市が所有者に代わって必要な措置を行います。 

 

■図表 39 空家等への対応フロー 

空家等の相談

現地調査

所有者等調査

適正管理の通知

適正な管理へ所有者等

市

市

市

市民等

放置

適正な管理へ 放置所有者等

空家等に対する対応フロー

立入調査

管理不全空家等の認定

指導，勧告市

空家等対策
協議会

市

特定空家等の認定

助言・指導，勧告，命令市

空家等対策
協議会

代執行又は略式代執行市

管理不全空家等に対する対応フロー

特定空家等に対する対応フロー
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第５章  実施体制の整備 

 

空家等の問題は，地域社会における様々な要因に関連するため，本市，所有者等，地域住民，

専門家団体・民間事業者等の主体が連携して，空家等対策計画の推進に取り組みます。 

 

■図表 40 実施体制 

鹿嶋市

・所有者や市民への啓発等
・情報提供や相談への対応
・空家法や条例に基づく対応 等

所有者等

・空家等の適切な管理
・空家等の利活用

民間事業者・
専門団体等

・空家等相談会やセミナー等
での助言，情報提供 等

地域住民

・自治会からの情報提供
・適正管理や利活用に向けた

情報共有 等
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１ 市の役割 

本市は，都市計画課を中心としながら令和６年６月に全庁的な体制構築のため，空家等対策

推進委員会を立ち上げました。目標達成に向け，図表 41 に示す各課の役割を遂行し，本計画を

踏まえた取組を実施することで，空家等の予防や適正な管理，利活用を進めるよう努めます。 

また，地域住民や民間事業者・専門団体等との連携も図ることで，所有者等の様々な問題に

対応できる体制を構築します。 

 

■図表 41 空家等対策推進委員会の構成と役割（令和６年６月時点） 

都市計画課 　空家等全般、相談窓口

担当課 情報共有及び担当分野

施設管理課 　市道上に越境している樹木等

環境政策課 　鳥獣・スズメバチの被害等

廃棄物対策課 　不法投棄等

総務就学課 　通学路等

交通防災課 　空き地の雑草の繁茂等

税務課 　固定資産税の課税状況等

商工観光課 　商業用途の空家等の利活用等

 
 

２ 所有者等の役割 

改正された空家法には「所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう，空家等の適

切な管理に努めること」と記述され，所有者等の管理責任が明示されました。 

建物は，定期的な換気や清掃，雑草・庭木の手入れ等，人の手が入らなければ当然劣化して

いきます。人が使用しないことで劣化が急速に進み，管理不全な空家等ともなれば，管理不全

が原因で，周辺に被害が及ぶことも十分考えられます。所有者等は近隣に迷惑をかけないよう

空家等を適切に管理することが求められています。 

さらには，管理不全の状態にある空家等は，所有者等自身にとっても損害賠償を請求される

リスクが潜在していることを認識しなければなりません。 
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３ 民間事業者・専門団体等との連携 

市役所に寄せられる空家等の相談は，草木の繁茂から相続問題まで，その内容は多岐にわた

り，その解決策も様々な分野の手法を組み合わせなければならなくなる等，複雑化しています。

また，年間の相談件数も平均して 50 件を超え，所有者等を特定する事務に限定しても多くの時

間を要しているうえ，未解決の案件が積み重なっていく状態となっています。 

こういった状況を打開するためには，専門知識を有する方々や問題解決を支援していただけ

る民間事業者等との連携が重要となります。そこで，本市では，法律，建築，不動産，金融等

の専門家からなる空家等対策協議会を設置し，空家等の利活用策や管理不全の状態にある空家

等に対する措置等について協議することで，さらなる効果的な方策を見出していきます。 

また，空家等対策に関する知識の普及が重要であるため，専門家や民間事業者等にご協力い

ただきながら，意識啓発活動に努めていきます。 

なお，民間事業者との連携の一例として，株式会社クラッソーネと令和６年 10 月に「空き家

除却促進に係る連携協定」を締結しました。具体的な連携内容は，図表 42 のとおりです。 

 

■図表 42 連携協定に基づく株式会社クラッソーネの取組 

１
株式会社クラッソーネが運用する解体工事概算費用や土地の売却査定価格相場を提示する
「鹿嶋市版すまいの終活ナビ」を紹介，活用
（ＵＲＬ：https://crassone.jp/simulator/navi/ibaraki/kashimashi）

２ 鹿嶋市の空家等対策や空家等処分解体工事の進め方を示した印刷物（リーフレット）の提供

３ その他，各種啓発に関する相互支援連携

 
 

４ 地域住民との連携 

空家等が適切に管理がされていない場合には，地域の保安面，衛生面，景観面への悪影響も

懸念されることから，空家等の問題は所有者等だけでなく，地域の問題でもあると捉えられま

す。 

地域で問題となっている空家等に対しては，自治会等との連携強化を図り，市への情報提供

等，空家等の管理不全な状態の早期解消へ向けた取組を推進します。 
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第６章  計画の目標と検証 

１ 目標指標 

（１）第一期鹿嶋市空家等対策計画における目標指標に対する実績 

第一期計画における目標の達成状況は，図表 43 のとおりです。 

住宅・土地統計調査における腐朽・破損ありの空き家率は，目標値をおおむね達成している

ものの，実績値としては，平成 30 年から令和５年にかけて増加する結果となりました。全体的

な要因としては，本市における高齢化や過疎化の進行が考えられますが，寄せられる相談内容

からは，令和元年度台風による建物の破損や相続放棄の増加により適切に管理されない空家等

が増加したことが考えられます。一方で，第一期計画における目標値をおおむね達成できたの

は，本市の経済や都市計画等により空家等の状況に改善が見られたことが要因と推測されます。 

空家バンクに係る実績値は，目標値を大きく下回る結果となりました。本市では，中古住宅

は不動産市場にて活発に流通しているため，多くの中古住宅が空家バンクに登録される前に成

約していることが大きな要因として挙げられます。一方で，登録手続きが煩雑なために登録に

至らないケースもみられることから改善が必要です。空家バンクは，本計画において空家等の

利活用の促進のための施策の一つとして位置付けており，登録手続きを見直した成果を計るた

めにも目標値の設定が必要です。 

 

■図表 43 第一期鹿嶋市空家等対策計画における目標指標に対する実績 

目標値 実績値

平成25年度 平成30年度 令和５年度 平成30年度 令和５年度

腐朽・破損ありの空家率
(住宅・土地統計調査)

市内の空家全体に占める
腐朽・破損ありの空家の割合

27.51% 25.00% 23.00% 21.02% 23.18%

空家バンクの登録件数
空家バンクに登録された
空家件数

０件 70件 120件
申請：４件

利用登録：０件
申請：１件

利用登録：２件

空家利活用件数
空家バンク制度活用により
利活用された成約件数

０件 25件 40件 ０件 ０件

指標名 指標の説明
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（２）第二期鹿嶋市空家等対策計画における目標指標 

本計画を計画的・効果的に進めていくため，次のとおり指標を設定し進捗度を測ります。 

現在の社会情勢からすると，今後も空家等の増加は避けられない見通しであると考えます。 

このような状況の中で，空家等になる前の段階の対策を推進し，空家等の有効活用を図ると

ともに，市民生活に大きな影響を与える管理不全の状態にある空家等の増加を抑えることが，

本計画の目標となります。 

個別の指標は，空家等対策における課題ごとに設定します。 

 

■図表 44 目標指標 

課題 指標名 現状 目標値

共通
意識啓発活動の実施
(ＳＮＳ・セミナー等)

パンフレット配布・回覧 ３回/年

空家等の利活用の促進
に向けた支援策の充実

空家バンクの申請件数 申請件数：２件/年（Ｈ30～Ｒ５） ３件/年

管理不全の状態にある
空家等への適切な対処

改善数（除却含む。）

改善数（除却含む。）：約34戸/年
・改善：約11戸/年（Ｈ27～Ｒ５）
・既存ストック利活用補助金
　　　：約23戸/年（Ｒ３～Ｒ５）

40戸/年

 

 

２ ＰＤＣＡサイクル 

１に掲げた目標を達成するために，ＰＤＣＡサイクルによる継続的な施策の実施プロセス・

効果の評価・検証等を行い，必要に応じて施策を見直します。 

 

■図表 45 ＰＤＣＡサイクル 

本空家等対策計画 策定
実施体制の整備

計画に基づく施策の実行実施プロセス・効果
の評価・検証

施策の見直し

ＣＨＥＣＫ
評価

ＡＣＴＩＯＮ
改善

ＰＬＡＮ
計画

ＤＯ
実行

ＰＤＣＡ
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１ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保

護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空

家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二

項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進す

るために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体

が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

 

（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取組のために必要となる情報の収

集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の

促進に関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

 

（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければ

ならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他

空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の

提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなけれ

ばならない。 
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（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施

する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

 

（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関

する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に

関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二

項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項から第十一項までの規

定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等

の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的
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社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認

められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区域にお

ける空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促進指針」

という。）に関する事項を定めることができる。 

一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心市

街地 

二 地域再生法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点 

三 地域再生法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域 

四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第二

条第二項に規定する重点区域 

五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有

する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空

家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八条におい

て「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活

用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用

促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二

条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）又は空家等の跡

地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項の規

定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項にお

いて同じ。）の規定又は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第

一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用す

る場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件

に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項の

規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要件」

という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満の道（同

法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上接するもの

に限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促進区域内にお

ける経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土交通省

令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区

域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指



巻末資料-１ 鹿嶋市空家等対策推進委員会設置要綱 

42 

定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する事

項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第七

条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を含む

空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及び空

家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第五項の第十七条

第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの

規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に

関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域

内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定又は同法第四十

八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において

準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の規定による許可

の権限を有する特定行政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合において、用途特例

適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。 

10 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、

特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域に

おける経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の

同意をすることができる。 

11 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及び

第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が

保たれたものでなければならない。 

12 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

13 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、

技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

14 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

 

（協議会） 

第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議

会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必

要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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第二章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことが

できる。 

２ 市町村長は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、空

家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくは

その委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所

に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通

知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため

に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する

目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するもの

について、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要

な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等

の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適

切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）

に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措

置を講ずるよう努めるものとする。 
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第三章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれ

ば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態に

あると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針

（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特

定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をするこ

とができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状

態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと

認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家

等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について

勧告することができる。 

 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第十四条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき

は、家庭裁判所に対し、民法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定に

よる命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をす

ることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認

めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請求

をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要が

あると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第二百六十四条の九第一項又は第二百六十

四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 

 

第四章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供そ

の他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
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（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空

家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当するも

のに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会

的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空

家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ず

ることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認め

るときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分に

ついてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第

七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたとき

は、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四

十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」

と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置

法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場

合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同

条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とす

る。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条第

十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当

該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条

第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及び第十

三項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」

とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」と

あるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七

条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第

一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特例適用要件（以

下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可した場合その他公益

上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規定のただし書の規定

中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合そ

の他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特

定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 
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（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）

の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区

域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に規定

する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に供する

ため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可（いずれも当該建築物の

用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の結果を踏まえ、

当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家

等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途

に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可

その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配慮を

するものとする。 

 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二

十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委

託に基づき、空家等の活用のために行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等

の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅

供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する業

務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平

成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 

 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第二十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第

百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家

等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会

的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十

七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一

項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活

用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。 
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第五章 特定空家等に対する措置 

第二十二条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置す

れば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ

のある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をと

るよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等

の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予

期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措

置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなけ

ればならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に

規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の

定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ

とができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置

を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知するこ

とができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われる

べき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができな

いときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実施者」とい
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う。）にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた

期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わな

いときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨

を、あらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態に

ある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保

全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項までの規

定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、

当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者

に行わせることができる。 

12 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条

の規定を準用する。 

13 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交

通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

14 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げては

ならない。 

15 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第

十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

16 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図る

ために必要な指針を定めることができる。 

17 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。 

 

第六章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規

定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しく

は活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正か

つ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法

人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所

及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更す

るときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけ

ればならない。 
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（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の

管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はそ

の活用を図るために必要な援助を行うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の

空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

四 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

五 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を

行うこと。 

 

（監督等） 

第二十五条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要

があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認め

るときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命

ずることができる。 

３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の

規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら

ない。 

 

（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の

提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があると

して、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」

という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当

該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、

あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報

によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 
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（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、

国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をするこ

とを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空

家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は

変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。

この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由

を明らかにしなければならない。 

 

（市町村長への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理

のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求

をするよう要請することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、

第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定によ

る請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請

をした支援法人に通知するものとする。 

 

第七章 雑則 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補

助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の

措置を講ずるものとする。 

 

第八章 罰則 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の

過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定によ

る立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布

の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 
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２ 鹿嶋市空家等対策推進委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に基

づく空家等の対策を総合的に協議するため，鹿嶋市空家等対策推進委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は，法において使用する用語の例による。 

（所掌事項） 

第３条 委員会の所掌事項は，次の各号に掲げる事項とする。 

（１）法第２条第２項に規定する特定空家等及び法第１３条第１項に規定する管理不全空家等の

措置の内容 

（２）空家等の利活用の方策 

（３）鹿嶋市空家等対策計画の策定 

（４）その他空家等の対策に関して市長が必要と認める事項 

（構成） 

第４条 委員会は，別表に掲げる委員をもって構成する。 

２ 委員会に，委員長及び副委員長を各１人置く。 

３ 委員長には都市整備部長を，副委員長には都市計画課長をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員長は，次の各号のいずれかに該当する場合には，委員会の会議（以下「会議」という。）

を招集する。 

（１）当該空家等が周囲に悪影響を及ぼす等，法，条例その他の法令に基づき行政関与が必要と

思われる場合 

（２）その他委員長が会議を開催する必要があると認める場合 

２ 委員長は，会議の議長となる。 

３ 会議は，委員の３分の２以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 委員は，その指名する職員に会議の出席を委任することができる。 

５ 会議の議事は出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは委員長の決するところによる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，都市整備部都市計画課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が別に定める。 

附則 

この告示は，公布の日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

委員 都市整備部長 

都市計画課長 

施設管理課長 

環境政策課長 

廃棄物対策課長 

交通防災課長 

税務課長 

商工観光課長 

総務就学課長 

事務局 都市計画課 
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３ 鹿嶋市空家等対策協議会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第８

条第１項の規定に基づき，空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うた

め，鹿嶋市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は，法において使用する用語の例による。 

（協議事項） 

第３条 協議会は，第１条の目的を達成するため，次に掲げる事項について協議する。 

（１）空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

（２）空家等対策計画の実施に係る次に掲げる事項に関すること。 

ア 管理不全空家等及び特定空家等の判断に関すること。 

イ 法第９条に規定する立入調査等の方針に関すること。 

（３）法第１３条に規定する管理不全空家等に対する措置に関すること。 

（４）法第２２条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。 

（５）その他空家等の対策に関すること。 

（組織） 

第４条 協議会は，市長を含む委員１０人以内をもって組織する。 

（委員） 

第５条 委員は，市長のほか，法第８条第２項に規定する者のうちから市長が委嘱する。 

２ 市長は，あらかじめ指名する者を，前項の委員の代理の者として出席させることができ

る。 

３ 委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 会長は市長をもって充て，副会長は委員のうちから会長が指名する。 ２ 会長は，協議

会を代表し，会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 協議会は，委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するとこ

ろによる。 

４ 協議会は，第３条に規定する審議を行うために必要があるときは，委員以外の者の出席

を求めて意見若しくは説明を聴き，又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることがで

きる。 

（報酬及び費用弁償） 

第８条 委員に支給する報酬は，鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関す

る条例(平成２年条例第１号)の規定による。 

（委員会等） 

第９条 協議会は，次に掲げる事項について特に必要とされる調査等を行うため，委員会等

を置くことができる。 

（１）第３条に掲げること。 

（２）その他協議会が空家等に関する対策の推進に関し必要と認めること。 

２ 委員会等は，協議会が付託した事項について調査研究及び審議し，その結果を協議会に

報告する。 

（秘密の保持） 
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第１０条 委員及び協議会に出席を求められた者は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も，同様とする。 

（庶務） 

第１１条 協議会の庶務は，空家等対策担当課において処理する。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会長が別に定

める。 

 

附則 

この告示は，公布の日から施行する。 
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４ 鹿嶋市空家等対策協議会 委員名簿 
 

■図表 46 鹿嶋市空家等対策協議会 委員名簿（令和６年７月 23日～令和８年７月 22日） 

No. 所属 氏名 備考

1 茨城県司法書士会 諏訪  知子

2 水戸地方法務局  鹿嶋支局 菅谷  嘉代子

3 公益社団法人  茨城県宅地建物取引業協会 齊丸  貴代

4 一般社団法人  茨城県建築士会  鹿島支部 内芝  良吉 副会長

5 一般社団法人  茨城県社会福祉士会 千葉  剛

6 鹿嶋市連合民生委員児童委員協議会 小田  一郎

7 鹿嶋市議会  都市経済委員会 舛井  明宏

8 常陽銀行  鹿島支店 永野  實

9 鹿嶋警察署  生活安全課 大貫  卓也

10 田口  伸一 会長

（敬称略）  


